
「福岡県調査測量設計業務共通仕様書の一部改正について（令和５年１０月）」新旧対照表 

新 旧 

地質・土質調査業務共通仕様書 

第１章 総則 

第１節 総則 

第１－１条 適用 

地質・土質調査業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、福岡県農林水産

部所管の県営農業農村整備事業の地質・土質調査業務及びこれに類する業務（以下

「調査業務等」という。）を実施する場合、建設工事に係る設計等業務委託契約書（以

下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとと

もに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのもので

ある。 

２～４ ［略］ 

第１－２条 ～ 第１－５条 ［略］ 

＿ ～ ５ ［略］ 

６ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介

護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、

受託者は委託者の承諾を得なければならない。 

第１－７条 ［略］ 

第１－８条 提出書類 

受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て

委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負代金額（以下「請負代金

額」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に

関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。 

２ ［略］ 

第１－９条 ［略］ 

第１－10条 業務計画書 

＿ ～ ３ ［略］ 

４ 受託者は、調査職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資

料を提出しなければならない。 

なお、（２）業務内容及び方法又は(11)その他には、第１－32条安全等の確保、第1－

36条個人情報の取扱い及び第1－37条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も

含めるものとする。 

第１－11条 ～ 第１－28条 ［略］ 

第１－29条 再委託 

＿  ［略］ 

（１） ～ （２） ［略］ 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」はコピー、ワープロ、印

刷、製本、速記録の作成、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、デ

ータ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成作業、その

他特記仕様書に定める事項とする。 

地質・土質調査業務共通仕様書 

第１章 総則 

第１節 総則 

第１－１条 適用 

地質・土質調査業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、福岡県農林水産部

所管の県営農業農村整備事業の地質・土質調査業務及びこれに類する業務（以下「調

査業務等」という。）を実施する場合、建設工事に係る設計等業務の請負契約書（以下

「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るととも

に、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものであ

る。 

２～４ ［略］ 

第１－２条 ～ 第１－５条 ［略］ 

＿ ～ ５ ［略］ 

［新規］ 

 

 

第１－７条 ［略］ 

第１－８条 提出書類 

受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て

委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負代金額（以下「請負代金

額」という。）に係る請求書、など関係書類調査職員に関する措置請求に係る書類及び

その他現場説明の際指定した書類は除く。 

２ ［略］ 

第１－９条 ［略］ 

第１－10条 業務計画書 

＿ ～ ３ ［略］ 

４ 受託者は、調査職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資

料を提出しなければならない。 

［新規］ 

 

 

第１－11条 ～ 第１－28条 ［略］ 

第１－29条 再委託 

＿  ［略］ 

（１） ～ （２） ［略］ 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」はコピー、印刷、製本及

び資料の収集・単純な集計とする。 

 

 



新 旧 

第１－30条 ～ 第１－33条 ［略］ 

第１－34条 履行報告 

 受託者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、調査職員に

提出しなければならない。 

第１－35条 ［略］ 

第１－36条 個人情報の取扱い 

受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するため

の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第58号）、行政手続における特定の個人を識別する番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）等関係法令に基づき、次に示す事

項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な

管理 

のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 秘密の保持 

受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

３ 取得の制限 

受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達

成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

４ 利用及び提供の制限 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならな

い。 

５ 複写等の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製して

はならない。 

６ 再委託の禁止及び再委託時の措置 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再

委託してはならない。 

なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の

適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要

な措置を講ずるものとする。 

７ 事案発生時における報告 

受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを

知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委

託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された

第１－30条 ～ 第１－33条 ［略］ 

第１－34条 履行報告 

 受託者は、契約書第１５条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提

出しなければならない。 

第１－35条 ［略］ 

［新規］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

後においても同様とする。 

８ 資料等の返却等 

受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は

解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、

廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 

９ 管理の確認等 

(１) 受託者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務

に係る個人情報の管理の状況について、年１回以上委託者に報告するものとする。な

お、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個

人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況につ

いて、受託者が年１回以上の定期検査等により確認し、委託者に報告するものとする。 

(２) 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することが

できる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱状況につい

て報告を求め、又は検査することができる。 

 

10管理体制の整備 

受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定め、第1－10条で示す業務計画書に記載するものとする。 

11 従事者への周知 

受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

第１－37条 行政情報流出防止対策の強化 

受託者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策を

とり、第1－10条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 

２ 受託者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しな

ければならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指

示する事項を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受託者は、委託者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

（１）受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託

及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員

等」という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

（２）受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるも

のとする。 

（３）受託者は、委託者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新規］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこ

と。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受託者は、本業務の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報（委託者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本

業務の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に

返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても

同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

（１）受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任

者」という。）を選任及び配置し、第1－10条で示す業務計画書に記載するものとする。 

（２）受託者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保） 

受託者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな

らない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

（１） 受託者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由によ

り情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。 

（２） この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措

置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３ 委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、

検査確認を行う場合がある。 

第１－38条 保険加入の義務 

受託者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保険法（昭和22

年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金保険法（昭和29年

法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする

これらの保険に加入しなければならない 

第２章 ［略］ 

第３章 ［略］ 

第3－1条 ～ 第3－2条 ［略］ 

第3－3条 調査方法 

＿ ～ 12 ［略］ 

13 ～ 16 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［新規］ 

 

 

 

 

第２章 ［略］ 

第３章 ［略］ 

第3－1条 ～ 第3－2条 ［略］ 

第3－3条 調査方法 

＿ ～ 12 ［略］ 

13 ～ 16 ［略］ 



新 旧 

17 試料を採取するオールコアボーリング※１の場合は、詳細な地質状況の把握が行えるよ

う、観察に供するコアを連続的に採取することとする。 

試料を採取しない場合はノンコアボーリング※２を行うこととする。 

ノンコアボーリング又はオールコアボーリングの適用は特別仕様書による。 

※１ オールコアボーリングとは、観察に供するコアを連続的に採取するボーリングで、試

料箱（コア箱）に収め、採取したコアを連続的に確認し、詳細な地質状況の把握が可能

なものをいう。 

※２ ノンコアボーリングとは、コアを採取しないボーリングで、標準貫入試験及びサンプリ

ング（採取試料の土質試験）等の併用による地質状況の把握が可能なものをいう。 

第3－4条 ～ 第3－5条 ［略］ 

第3－6条 検尺 

ボーリング延長の確認は、調査目的を終了後、原則として調査職員立会のうえ、ロッ

ドを挿入した状態で残尺を確認した後、ロッドを引き抜き、全ロッド長の確認を行うものと

する。 

第3－7条 ～ 第3－9条 ［略］ 

第３章 ［略］ 

第４章 ［略］ 

第１節 ～ 第４節 ［略］ 

第６節 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・ボアホールジャッキ試験） 

第4－17条 ～ 第4－19条 ［略］ 

第７節 ～ 第8節 ［略］ 

第５章 サウンディング 

第１節 ［略］ 

第２節 標準貫入試験 

第5－2条 目的 

この試験は、原位置における土の硬軟、締まり具合の判定、及び土層構成を把握す

るための試料採取することを目的とする。 

第5－3条 ～ 第5－4条 ［略］ 

第３節 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験 

第5－5条 ～ 第5－7条 ［略］ 

第４節 ［略］ 

第5－8条 ［略］ 

第5－9条 試験方法 

試験方法及び器具は、地盤調査法に示す単管式のポータブルコーンペネトロメータ

ーによるものとする。 

２ 貫入方法は、人力による静的連続圧入方式で貫入抵抗を深さ10cmごとに測定

し、そのときの貫入速度は、１cm／secを標準とする。 

３ ～ ４ ［略］ 

第5－10条 ［略］ 

第５節 スウェーデン式サウンディング試験（スウェーデン式サウンディング試験） 

 

［新規］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3－4条 ～ 第3－5条 ［略］ 

第3－6条 検尺 

ボーリング延長の確認は、調査目的を終了後、原則として調査職員立会のうえ、ロッド

を挿入して行うものとする。 

第3－7条 ～ 第3－9条 ［略］ 

第３章 ［略］ 

第４章 ［略］ 

第１節 ～ 第４節 ［略］ 

第６節 孔内載荷試験 

第4－17条 ～ 第4－19条 ［略］ 

第７節 ～ 第8節 ［略］ 

第５章 サウンディング 

第１節 ［略］ 

第２節 標準貫入試験 

第5－2条 目的 

この試験は、原位置における土の硬軟、締まり具合の相対値を知るため行うものであ

る。 

 

第5－3条 ～ 第5－4条 ［略］ 

第３節 オランダ式二重管コーン貫入試験 

第5－5条 ～ 第5－7条 ［略］ 

第４節 ［略］ 

第5－8条 ［略］ 

第5－9条 試験方法 

試験方法及び器具は、地盤調査法に示す単管式のポータブルコーンペネトロメータ

ーによる物とする。 

２ 貫入方法は、人力による静的連続圧入方式で貫入抵抗を深さ10cmごとに測定し、

そのときの貫入速度は、１cm／scを標準とする。 

３ ～ ４ ［略］ 

第5－10条 ［略］ 

第５節 スウェーデン式サウンディング試験 
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第5－11条 目 的 

この試験は、深さ10ｍ程度の軟弱地盤における土の静的貫入抵抗を測定し、土層の

硬軟、締まり具合又は土層の構成を判定するために行うものである。 

第5－12条 ～ 第5－13条 ［略］ 

第６節 簡易動的コーン貫入試験 

第5－14条 目 的 

この試験は、斜面や平地における地盤表層部の動的な貫入抵抗を測定し、その硬軟

若しくは支持力を判定することを目的とする。 

第5－15条 試験方法 

試験方法及び器具は、JGS1433（簡易動的コーン貫入試験）によるものとする。 

２ 貫入方法は鋼製ハンマーを自由落下させる方法とする。 

３ コーンに付着した土の観察、ロッドに付着した地下水位の状況、傾斜地作業では斜

面の傾斜角度をできるかぎり記録するものとする。 

４ 試験中、目的の深度に達する前に礫などにあたり試験が不可能になった場合は監督

職員と協議するものとする。 

第5－16条 成果物 

成果物は、次のとおりとする。 

（１） 調査位置案内図、調査位置平面図 

（２） 調査結果については、地盤工学会記録用紙、報告書用紙のＪＧＳ1433に準拠し

て整理する。 

第６節 ［略］ 

第７節 解析等調査業務 

第7－1条 目 的 

解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し、

地質・土質調査で得られた資料を基に、地質断面図を作成するとともに地質・土質に関

する総合的な解析とりまとめを行うことを目的とする。 

２ 適用範囲は、ダム、トンネル、地すべり等の大規模な業務や技術的に高度な業務

を除くものとする。 

第7－2条 ～第7－3条 ［略］ 

第８章 ［略］ 

第９章 ［略］ 

第9－1条 ～第9－3条 ［略］ 

第9－4条 成果物 

（１） ～ （２） ［略］ 

（３） 地すべり調査に当たっては、地すべり面、粘土の厚さ、含水の状況、擦痕の有無、地

すべり面の方向等 

（４） ～ （６） ［略］ 

第10章 ［略］ 

 

 

 

第5－11条 目 的 

この試験は、比較的浅い原位置における土の静的貫入抵抗を測定し、土層の硬軟、

締まり具合又は土層の構成を判定するために行うものである。 

第5－12条 ～ 第5－13条 ［略］ 

［新規］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 ［略］ 

第７節 解析等調査業務 

第7－1条 目 的 

解析等調査業務は、調査地周辺に関する既存資料の収集及び現地調査を実施し、

地質・土質調査で得られた資料を基に、地質断面図を作成するとともに地質・土質に関

する総合的な解析とりまとめを行うことを目的とする。 

２ 適用範囲は、ダム、トンネル、地すべり等を除くものとする。 

 

第7－2条 ～第7－3条 ［略］ 

第８章 ［略］ 

第９章 ［略］ 

第9－1条 ～第9－3条 ［略］ 

第9－4条 成果物 

（１） ～ （２） ［略］ 

（３） 地すべり調査に当たっては、地すべり面、粘土の厚さ、含水の状況、察痕の有無、地す

べり面の方向等 

（４） ～ （６） ［略］ 

第10章 ［略］ 
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第11章 土質試験 

第11－1条 試験法 

採取された試料の土質試験は、特に定めがない限り次によるものとし、併せて「地盤

材料試験方法」等を参考にするものとする。 

(１) 土質試験のための乱した土の試料調製方法 ＪＩＳ Ａ 1201 

(２) 土粒子の密度試験方法   ＪＩＳ Ａ 1202 

(３) 土の含水比試験方法   ＪＩＳ Ａ 1203 

(４) 土の粒度試験方法    ＪＩＳ Ａ 1204 

(５) 土の液性限界・塑性限界試験方法  ＪＩＳ Ａ 1205 

(６) 土の収縮定数試験方法   ＪＩＳ Ａ 1209 

(７) 突固めによる土の締固め試験方法  ＪＩＳ Ａ 1210 

(８) ＣＢＲ試験方法    ＪＩＳ Ａ 1211 

(９) 土懸濁液のｐＨ試験方法   ＪＧＳ     211 

(10) 土の有機物含有量試験方法   ＪＧＳ     231 

(11) 砂置換法による土の密度試験方法  ＪＩＳ Ａ 1214 

(12) 土の一軸圧縮試験方法   ＪＩＳ Ａ 1216 

(13) 土の段階載荷による圧密試験方法  ＪＩＳ Ａ 1217 

(14) 土の透水試験方法    ＪＩＳ Ａ 1218 

(15) 土の一面せん断試験方法   「地盤材料試験法」 

(16)  土の三軸圧縮試験方法   ＪＧＳ   521～524 

第12章 岩石試験 

第12－1条 試験法 

採取された試料の岩石試験は、特に定めがない限り次によるものとし、併せて「岩の

調査と試験」等を参考にするものとする。 

(１) 粗骨材の密度及び吸水収率試験方法  ＪＩＳ Ａ 1110 

(２) 岩石の圧縮強さ試験方法   ＪＩＳ Ｍ 0302 

(３) 岩石の引張強さ試験方法   ＪＩＳ Ｍ 0303 

(４) 岩石の強さ試験用試料の採取方法及び試験片の作製方法 

      ＪＩＳ Ｍ 0301 

(５) 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法 

      ＪＩＳ Ａ 1122 

(６) ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法 

      ＪＩＳ Ａ 1121 

第12－2条 ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

第11章 土質試験 

第11－1条 試験法 

採取された試料の土質試験は、特に定めがない限り次によるものとし、併せて「土質試

験方法」等を参考にするものとする。 

(１) 乱した土の試料調製  ＪＩＳ Ａ 1201 

(２) 土粒子の密度試験   ＪＩＳ Ａ 1202 

(３) 土の含水比試験   ＪＩＳ Ａ 1203 

(４) 土の粒度試験   ＪＩＳ Ａ 1204 

(５) 土の液性限界・塑性限界試験  ＪＩＳ Ａ 1205 

(６) 土の収縮定数試験   ＪＩＳ Ａ 1209 

(７) 土の締固め試験   ＪＩＳ Ａ 1210 

(８) ＣＢＲ試験   ＪＩＳ Ａ 1211 

(９) 土のｐＨ試験   ＪＧＳ  Ｔ  211 

(10) 有機物含有量試験   ＪＧＳ  Ｔ  231 

(11) 土の密度試験   ＪＩＳ Ａ 1214 

(12) 土の一軸圧縮試験   ＪＩＳ Ａ 1216 

(13) 土の圧密試験   ＪＩＳ Ａ 1217 

(14) 土の透水試験   ＪＩＳ Ａ 1218 

(15) 土の一面せん断試験  「土質試験法」 

(16)  土の三軸圧縮試験  ＪＧＳ Ｔ 521～524 

第12章 岩石試験 

第12－1条 試験法 

採取された試料の岩石試験は、特に定めがない限り次によるものとし、併せて「岩の調

査と試験」等を参考にするものとする。 

(１) 粗骨材の比重及び吸水収率試験  ＪＩＳ Ａ 1110 

(２) 岩石の圧縮強さ試験   ＪＩＳ Ｍ 0302 

(３) 岩石の引張強さ試験   ＪＩＳ Ｍ 0303 

(４) 岩石の強さ試験用試験片の作製方法 

      ＪＩＳ Ｍ 0301 

(５) 骨材の安定性試験 

      ＪＩＳ Ａ 1122 

(６) 粗骨材のすりへり試験 

      ＪＩＳ Ａ 1121 

第12－2条 ［略］ 
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測量業務共通仕様書 

第１条～ 第２条 ［略］ 

第３条 用語の定義 

（１） ～ （４） ［略］ 

（５） 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約

書第10条第１項の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 

（６） ～ （32） ［略］ 

第４条～ 第６条 ［略］ 

第７条 管理技術者 

＿ ～ ５ ［略］ 

６ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介

護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、

受託者は委託者の承諾を得なければならない。 

第８条 ［略］ 

第９条 提出書類 

受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て

委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負代金額（以下「請負代金

額」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に

関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。 

２ ［略］ 

第10条 ［略］ 

第11条 業務計画書 

＿ ［略］ 

２ ［略］ 

（１） ～ （11） ［略］ 

なお、(２)業務内容及び方法又は(11)その他には、第32条安全等の確保、第36条個

人情報の取扱い及び第37条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるもの

とする。 

第12条 業務実績データの作成及び登録 

＿ ～ ２ ［略］ 

（１） 当初契約時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内と

する。 

（２） 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を

除き10日以内とする。ただし、変更時と完了時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝

日及び年末年始を除く。）に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。 

第13条 ［略］ 

第14条 関係官公庁への手続き等 

受託者は、測量業務等の実施に当たっては、委託者が行う測量法に規定する公共

測量に係る諸手続き等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。ま

た受託者は、測量業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な

場合には、速やかに行わなければならない。 

測量業務共通仕様書 

第１条～ 第２条 ［略］ 

第３条 用語の定義 

（１） ～ （４） ［略］ 

（５） 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書

第９条第１項の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。 

（６） ～ （32） ［略］ 

第４条～ 第６条 ［略］ 

第７条 管理技術者 

＿ ～ ５ ［略］ 

［新規］ 

 

 

第８条 ［略］ 

第９条 提出書類 

受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て

委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務請負代金額（以下「請負代金

額」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に

関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類は除く。 

２ ［略］ 

第10条 ［略］ 

第11条 業務計画書 

＿ ［略］ 

２ ［略］ 

（１） ～ （11） ［略］ 

［新規］ 

 

 

第12条 業務実績データの作成及び登録 

＿ ～ ２ ［略］ 

（１） 当初契約時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以内。 

 

（２） 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を

除き10日以内。 

 

第13条 ［略］ 

第14条 関係官公庁への手続き等 

受託者は、測量業務等の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続き

の際に協力しなければならない。また受託者は、測量業務等を実施するため、関係官公

庁等に対する諸手続きが必要な場合には、速やかに行わなければならない。 
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２ ［略］ 

３ 受託者は、公共測量に該当する測量業務の実施に当たっては、公共測量に必要な手

続き等の資料を作成し監督職員へ提出すると伴に、手続きの補助を行わなければなら

ない。 

また、規程第14 条に基づく測量成果の検定を行わなければならない。 

補助を行う主な公共測量の手続きは次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）永久標識及び一時標識に関する通知（測量法第21 条） 

（２）永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄（測量法第23 条） 

（３）測量標の使用（測量法第26条） 

（４）基本測量の測量成果の使用（測量法第30条） 

（５）計画書についての助言（測量法第36 条） 

（６）公共測量の表示等（測量法第37 条） 

（７）基本測量に関する規程の準用（測量法第39条） 

（８）測量成果の提出（測量法第40 条） 

（９）公共測量の測量成果の使用（測量法第44条） 

第15条～ 第28条 ［略］ 

第29条 再委託 

＿ ［略］ 

２ 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ

入力、トレース、資料整理、模型製作、速記録の作成、アンケート票の配布、電子納品

の作成作業などの簡易な業務の再委任に当たっては、委託者の承諾を必要としない。 

第30条～ 第35条 ［略］ 

第36条 個人情報の取扱い 

受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するため

の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第58号）、行政手続における特定の個人を識別する番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）等関係法令に基づき、次に示す事

項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 秘密の保持 

受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

３ 取得の制限 

受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達

成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

４ 利用及び提供の制限 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならな

２ ［略］ 

３ 受託者は、公共測量に該当する測量業務の実施に当たっては、公共測量に必要な手

続きの補助を行わなければならない。 

  補助を行う主な公共測量の手続きは次の各号に掲げるとおりとする。 

(１)基本測量の測量標・測量成果の使用承認申請 

（測量法第２６条・第３０条） 

(２)公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請 

（測量法第３９条（２６条準用）・第４４条） 

(３)公共測量実施計画書 

（測量法第３６条） 

(４)公共測量成果等の提出 

（測量法第４０条） 

 

 

 

第15条～ 第28条 ［略］ 

第29条 再委託 

＿ ［略］ 

２ 受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作な

どの簡易な業務の再委任に当たっては、委託者の承諾を必要としない。 

 

第30条～ 第35条 ［略］ 

［新規］ 
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い。 

５ 複写等の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製して

はならない。 

６ 再委託の禁止及び再委託時の措置 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再

委託してはならない。 

なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の

適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要

な措置を講ずるものとする。 

７ 事案発生時における報告 

受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを

知ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委

託者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

８ 資料等の返却等 

受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は

解除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、

廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 

９ 管理の確認等 

(１) 受託者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に

係る個人情報の管理の状況について、年１回以上委託者に報告するものとする。

なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に

係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理

の状況について、受託者が年１回以上の定期検査等により確認し、委託者に報告

するものとする。 

(２) 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することが

できる。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱状況に

ついて報告を求め、又は検査することができる。 

10 管理体制の整備 

受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定め、第11条で示す業務計画書に記載するものとする。 

11 従事者への周知 

受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

第37条 行政情報流出防止対策の強化 

受託者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策を
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とり、第11条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 

２ 受託者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指

示する事項を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受託者は、委託者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

（１） 受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託

及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下

「社員等」という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るも

のとする。 

（２） 受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるも

のとする。 

（３） 受託者は、委託者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委

託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を

行うこと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受託者は、本業務の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報（委託者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本

業務の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に

返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても

同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

（１） 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任

者」という。）を選任及び配置し、第11条で示す業務計画書に記載するものとする。 

（２） 受託者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保） 

受託者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな

らない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 
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（事故の発生時の措置） 

（１） 受託者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により

情報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。 

（２） この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置

をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３ 委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検

査確認を行う場合がある。 

第38条 保険加入の義務 

受託者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保険法（昭和22

年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金保険法（昭和29年

法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする

これらの保険に加入しなければならない。 
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設計業務共通仕様書 

第１章 総則 

第１－１条 ［略］ 

第１－２条 用語の定義 

（１） ～ （７） ［略］ 

（８）［削る］ 

 

第１－３条 業務の着手 

受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内設計業務等

に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の

実施のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 

 

第１－４条～ 第１－５条 ［略］ 

第１－６条 管理技術者 

＿ ～ ２［略］ 

３ 管理技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に該

当する選択科目）又は業務に該当する部門）、農業土木技術管理士、シビルコンサルテ

ィングマネージャー（業務に該当する部門）のいずれかの資格を有し、別紙にある分類

Ⅰから分類Ⅳのうち該当する分類に定める業務経験を有するもの、畑地かんがい技士

(畑地かんがい業務に限る）、農業水利施設機能診断士（農業水利施設システムの総合

的な機能診断業務に限る）、農業用ため池管理保全技士（農業用ため池に関する業務

に限る）又は、これと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語

通訳が確保できれば可）でなければならない。 

４  ［略］ 

（１） ～ （３） ［略］ 

（４）当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は

委託者が承認した者。 

４ ～ ７ ［略］ 

 

８ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介

護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、

受託者は委託者の承諾を得なければならない。 

 

第１－７条 照査技術者及び照査の実施  

受託者は、委託者が設計図書において定める場合には、設計業務等における照査技

術者を定め委託者に通知しなければならない。  

２ 照査技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に該

当する選択科目）又は（業務に該当する部門）、農業土木技術管理士、シビルコンサル

ティングマネージャー（業務に該当する部門）のいずれかの資格を有し、別紙にある分類

Ⅰから分類Ⅳのうち該当する分類に定める業務経験を有するもの、畑地かんがい技士

(畑地かんがい業務に限る）、農業水利施設機能診断士（農業水利施設システムの総合

設計業務共通仕様書 

第１章 総則 

第１－１条 ［略］ 

第１－２条 用語の定義 

（１） ～ （７） ［略］ 

（８）「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有

する者で、特記仕様書で規定する者又は委託者が承諾したものをいう。 

第１－３条 業務の着手 

受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後速やかに設計業務等に

着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施

のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 

 

第１－４条～ 第１－５条 ［略］ 

第１－６条 管理技術者 

＿ ～ ２［略］ 

３ 管理技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当

する選択科目）又は業務に該当する部門）、農業土木技術管理士、シビルコンサルティ

ングマネージャー（業務に該当する部門）のいずれかの資格を有し、別紙にある分類Ⅰ

から分類Ⅳのうち該当する分類に定める業務経験を有するもの、畑地かんがい技士(畑

地かんがい業務に限る）、農業水利施設機能診断士（農業水利施設システムの総合的

な機能診断業務に限る）又は、これと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語

に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 

 

４  ［略］ 

（１） ～ （３） ［略］ 

［新規］ 

 

４ ～ ７ ［略］ 

 

［新規］ 

 

 

 

第１－７条 照査技術者及び照査の実施  

受託者は、委託者が設計図書において定める場合には、設計業務等における照査技

術者を定め委託者に通知しなければならない。  

２ 照査技術者は、設計業務等の履行に当たり、技術士（総合技術監理部門（業務に該当

する選択科目）又は（業務に該当する部門）、農業土木技術管理士、シビルコンサルティ

ングマネージャー（業務に該当する部門）のいずれかの資格を有し、別紙にある分類Ⅰ

から分類Ⅳのうち該当する分類に定める業務経験を有するもの、畑地かんがい技士(畑

地かんがい業務に限る）、農業水利施設機能診断士（農業水利施設システムの総合的
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的な機能診断業務に限る）、農業用ため池管理保全技士又は、これと同等の能力と経

験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければな

らない。 

４ ～ ７ ［略］ 

８ 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介

護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、

受託者は委託者の承諾を得なければならない。 

第１－８条 ～ 第１－10条 ［略］ 

第１－11条 業務計画書 

＿ ～ ２［略］ 

（１） ～ （10） ［略］ 

なお、(２)実施方針又は(10)その他には、第1－31条安全等の確保、第1－35条個人

情報の取扱い及び第1－36条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるも

のとする。 

また、受託者は、設計図書において照査技術者による照査が定められている場合に

は、業務計画書に照査技術者及び照査計画についても記載するものとする。 

第１－12条 業務実績データの作成及び登録 

受託者は、業務請負代金額が100万円以上の業務について、当初契約時、登録内容

の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サー

ビス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、ＡＧＲＩＳ

上において調査職員の承認を受けなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受託者の負担とする。 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、調査職員の

承認を受けるものとする。 

（１）当初契約時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以

内とする。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

を除き10日以内とする。ただし、変更時と完了時の間が10日間（土曜日、日曜日、

祝日及び年末年始を除く。）に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものと

する。 

（３） ［略］ 

第１－13条 ～ 第１－19条 ［略］ 

第１－２０条 修補  

検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受託者に対して、期限を定めて修

補を指示することができるものとする。 

２ 受託者は、検査職員が指示した期間内に修補を完了しなければならない。 

３ 検査職員が修補の指示をした場合、修補の完了の確認は、検査職員の指示に従う

ものとする。 

第１－21条 ～ 第１－27条 ［略］ 

第１－２８条 再委託 

＿ ［略］ 

な機能診断業務に限る）、又は、これと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語

に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 

４ ～ ７ ［略］ 

［新規］ 

 

 

 

第１－８条 ～ 第１－10条 ［略］ 

第１－11条 業務計画書 

＿ ～ ２［略］ 

（１） ～ （10） ［略］ 

なお、受託者は、設計図書において照査技術者による照査が定められている場合に

は、照査計画についても記載するものとする。 

 

 

 

第１－12条 業務実績データの作成及び登録 

受託者は、業務請負代金額が100万円以上の業務について、当初契約時、登録内容

の変更時、業務完了時において、農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サー

ビス（ＡＧＲＩＳ）に基づく業務実績データを作成し、登録機関に登録申請の上、ＡＧＲＩＳ

上において調査職員の承認を受けなければならない。 

なお、登録データ作成等に要する費用は、受託者の負担とする。 

２ 業務実績データの登録は、原則として以下の期限内に登録申請を行い、調査職員の

承認を受けるものとする。 

（１）当初契約時は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除き10日以

内。 

（２）登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

を除き10日以内。 

 

 

（３） ［略］ 

第１－13条 ～ 第１－19条 ［略］ 

第１－２０条 修補  

修補は速やかに行わなければならない。  

２ 検査職員は、修補の必要性があると認めた場合には、受託者に期限を定めて修補

を指示することができるものとする。  

３ 検査職員が修補の指示をした場合、修補の完了の確認は、検査職員の指示に従

うものとする。 

第１－21条 ～ 第１－27条 ［略］ 

第１－２８条 再委託 

＿ ［略］ 
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（１） ～ （２） 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」はコピー、ワープロ、印刷、

製本、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、トレース、資料整理、模型製

作、速記録の作成、翻訳、アンケート票の配布、電子納品の作成作業などの簡易な業

務、その他特別仕様書に定める事項及び資料の収集・単純な集計とする。 

３ ～ ５ ［略］ 

第１－29条 ～ 第１－34条 ［略］ 

第1－３５条 個人情報の取扱い 

受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するため

の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第58号）、行政手続における特定の個人を識別する番

号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）等関係法令に基づき、次に示す事項

等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 秘密の保持 

受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後

においても同様とする。 

３ 取得の制限 

受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじ

め、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成

に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

４ 利用及び提供の制限 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならな

い。 

５ 複写等の禁止 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ために委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製して

はならない。 

６ 再委託の禁止及び再委託時の措置 

受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再

委託してはならない。 

なお、再委託に関する委託者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適

切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受託者において必要な

措置を講ずるものとする。 

７ 事案発生時における報告 

受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知

ったときは、速やかに委託者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、委託

（１） ～ （２） 

２ 契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」はコピー、印刷、製本及び

資料の収集・単純な集計とする。 

 

 

３ ～ ５ ［略］ 

第１－29条 ～ 第１－34条 ［略］ 

［新規］ 
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者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後

においても同様とする。 

８ 資料等の返却等 

受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解

除後速やかに委託者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が、廃

棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。 

９ 管理の確認等 

(１) 受託者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係

る個人情報の管理の状況について、年１回以上委託者に報告するものとする。なお、

個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人

情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況につ

いて、受託者が年１回以上の定期検査等により確認し、委託者に報告するものとす

る。 

(２) 委託者は、受託者における個人情報の管理の状況について適時確認することができ

る。また、委託者は必要と認めるときは、受託者に対し個人情報の取扱状況について

報告を求め、又は検査することができる。 

10 管理体制の整備 

受託者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定め、第1－11条で示す業務計画書に記載するものとする。 

11 従事者への周知 

受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して

知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

第1－３６条 行政情報流出防止対策の強化 

受託者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策を

とり、第1－11条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 

２ 受託者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（関係法令等の遵守） 

行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び委託者の指

示する事項を遵守するものとする。 

（行政情報の目的外使用の禁止） 

受託者は、委託者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目

的以外に使用してはならない。 

（社員等に対する指導） 

（１） 受託者は、受託者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及

び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員

等」という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。 

（２） 受託者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるもの

とする。 
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（３） 受託者は、委託者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託

先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行う

こと。 

（契約終了時等における行政情報の返却） 

受託者は、本業務の履行に関し委託者から提供を受けた行政情報（委託者の許可を

得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本業務の実施完了後又は本

業務の実施途中において委託者から返還を求められた場合、速やかに直接委託者に

返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても

同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 

（１） 受託者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」

という。）を選任及び配置し、第1－11条で示す業務計画書に記載するものとする。 

（２） 受託者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 

ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 

ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取扱いに関するセキュリティの確保） 

受託者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはな

らない。 

イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 

ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 

ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 

ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 

ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 

（事故の発生時の措置） 

（１） 受託者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情

報流出事故にあった場合には、速やかに委託者に届け出るものとする。 

（２） この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置を

とり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 

３ 委託者は、受託者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査

確認を行う場合がある。 

第1－37条 保険加入の義務 

受託者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保険法（昭和22

年法律第50号）、健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金保険法（昭和29年

法律第115号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする

これらの保険に加入しなければならない。 
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第２章 ［略］ 

第２－１条 ～ 第２－５条 ［略］ 

主要技術基準及び参考図書一覧表 

名   称 発  行  所 備考 

土地改良事業計画設計基準 農業農村工学会  

土地改良事業計画指針    〃  

土地改良事業設計指針    〃  

土地改良事業標準設計 農業農村整備情報総合センター  

コンクリート標準示方書 土木学会  

道路構造令の解説と運用 日本道路協会  

改定 解説・河川管理施設等構造令 日本河川協会  

解説 電気設備の技術基準 経済産業省資源エネルギー庁  

ダム設計基準 日本大ダム会議  

舗装の構造に関する技術基準・同解説 日本道路協会  

［削る］   

舗装設計施工指針    〃  

舗装施工便覧    〃  

道路橋示方書・同解説    〃  

防護柵の設置基準・同解説    〃  

［削る］   

［削る］   

トンネル標準示方書・同解説 土木学会  

水門鉄管技術基準 水門鉄管協会  

鋼構造物計画設計技術指針 農業土木事業協会  

電気設備計画設計技術指針 農業土木機械化協  

管理制御方式技術指針    〃  

土木工事共通仕様書・施設機械工事等共通仕様書 全国農村振興技術連盟  

木工事施工管理基準 農業土木事業協会  

土木製図基準 土木学会  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 ［略］ 

第２－１条 ～ 第２－５条 ［略］ 

主要技術基準及び参考図書一覧表 

名   称 発  行  所 備考 

土地改良事業計画設計基準 農業農村工学会  

土地改良事業計画指針    〃  

土地改良事業標準設計 農業農村整備情報総合 センター  

［新規］   

コンクリート標準示方書 土木学会  

道路構造令の解説と運用 日本道路協会  

河川管理施設等構造令 日本河川協会  

電気設備に関する技術基準 通産省  

ダム設計基準 日本大ダム会議  

アスファルト舗装要綱（改定版） 日本道路協会  

セメントコンクリート舗装要覧    〃  

［新規］   

［新規］   

道路橋示方書・同解説    〃  

防護柵の設置基準    〃  

トンネル標準示方書（山岳工法）・同解説 土木学会  

トンネル標準示方書（シールド工法）・同解説 土木学会  

トンネル標準示方書・同解説 水門鉄管協会  

［新規］   

鋼構造物計画設計技術指針 農業土木事業協会  

電気設備計画設計技術指針 農業土木機械化協会  

水管理制御方式技術指針    〃  

土木工事共通仕様書・施設機械工事等共通仕様書 全国農村振興技術連盟  

土木工事施工管理基準 農業土木事業協会  

土木製図基準 土木学会  

 

 

 

  

 


